
特待生制度

１．特待生制度

特待生とは、特に学業成績・人物ともに優秀な学生に対し、学費を免除する制度です。

対象

大  学 音楽学部  １～４年

短  大 音楽科 １～２年（長期３～４年）

大学院 音楽研究科 修士課程 １～２年

大学院 音楽研究科 博士後期課程 １～３年

人員 各年次 若干名

免除額 学生支援センター学生生活支援室に問い合わせてください。

採用
新入生については入学者選抜にて採用します。

２年生以上については、学内成績により候補者となった者の中から選考します。

期間 当該年度１ヶ年
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